
歩行者利便増進道路

ほこみち

九州初指定

道路法等の一部を改正する法律
令和２年 ５月２７日公布
令和２年１１月２５日施行



賑わいのある道路空間の創出
➢ 歩行者が安全・快適に回遊・滞在できる道路

指定日：令和３年１２月２０日

・同指定制度による占用を許可
許可日：令和３年１２月２３日（＝運用開始）

九州
初・歩行者利便増進道路（通称：ほこみち）を指定

久留米
ほとめき通り
商店街

➢ 地域と一体となって賑わいを創出する道路



ほこみち指定路線 ➢ 市道 六ツ門Ｄ１０６号線 （指定区間：３２２ｍ）
➢ 市道 東町Ｄ１１５号線 （指定区間：４０４ｍ）

➢ 指定路線は令和２年７月よりコロナ占用特例による道路占用を許可

➢ 令和３年８月、商店街が活気ある商店街の維持・継続のため、時限措置である

コロナ占用特例から恒常的なほこみち制度への移行を要望

西鉄
久留米駅209

3

市道 六ツ門D106号線

市道 東町D115号線六ツ門

日吉



利便増進誘導区域

利便増進誘導区域 利便増進誘導区域

有効幅員4.0m以上を確保2.0m 2.0m

道路幅員 8.0m

賑わいを目的
とした空間

賑わいを目的
とした空間

通行区域



利便増進誘導区域利便増進誘導区域 通行区域（有効幅員）

利便増進誘導区域範囲イメージ

➢「無余地性基準」が除外されて占用がより柔軟に



活用状況

定期イベント コロナ占用特例での活用


